


今
年
の
冬
も
こ
と
さ
ら
寒
い
日
が
多

く
不
順
な
天
候
の
厳
し
い
日
が
続
い
て

お
り
ま
す
が
、
皆
さ
ん
理
事
会
へ
の
ご

出
席
ご
苦
労
様
で
す
。
私
た
ち
の
連
合

会
も
法
人
化
し
て
そ
の
体
制
を
整
え
て

い
こ
う
と
し
て
お
り
ま
す
が
、
先
日
福

山
市
と
も
話
し
合
え
る
機
会
が
あ
り
、

法
人
化
に
向
け
て
後
押
し
頂
け
る
話
も

あ
っ
た
り
、
事
務
所
の
件
で
も
話
が
あ

り
な
が
ら
、
立
ち
消
え
状
態
に

な
っ
て
お
る
こ
と
な
ど
で
、
市

も
多
く
の
課
題
を
抱
え
て
い
て

な
か
な
か
我
々
の
要
望
に
答
え
ら
れ
な

い
と
言
わ
れ
て
、
何
も
な
く
て
は
我
々

も
新
年
度
に
向
け
て
目
標
が
持
て
ま
せ

ん
の
で
、
会
の
役
員
と
市
の
出
来
れ
ば

部
長
ク
ラ
ス
と
で
も
話
し
合
い
が
出
来

る
よ
う
、
年
度
内
に
頑
張
っ
て
い
き
た

い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
本
日
は
事
務

局
か
ら
い
く
つ
か
の
議
題
が
提
出
さ
れ

ま
す
の
で
よ
ろ
し
く
ご
審
議
下
さ
い
。

今
理
事
会
の
署
名
人
は

甲
斐
賛

副
理
事
長

と

井
上
佐
智
子
副
理
事
長
に
決
定

渡
部
氏
の
死
亡
に
よ
り
神
辺
町
協
会
の

代
表
で
あ
る
理
事
（
副
理
事
長
）
が
欠

員
と
な
り
、
担
当
で
あ
っ
た
ス
ポ
ー
ツ

事
業
は
当
面
菅
原
晃
理
事
が
担
当
と
な

り
ま
す
が
、
神
辺
協
会
の
代
表
と
し
て

田
上
敬
二
氏
が
、
次
年
度
総
会
ま
で
は

理
事
と
し
て
選
任
さ
れ
な
い
た
め
オ
ブ

ザ
ー
バ
ー
と
し
て
、
連
絡
会
、
理
事
会

に
出
席
し
代
行
さ
れ
る
事
を
決
定
。

平
成
二
十
五
年
度
当
初
か
ら
旧
連
合
会

と
し
て
の
会
計
を
、
年
度
末
ま
で
継
続

し
な
い
と
な
ら
な
い
も
の
を
除
き
十
一

月
末
日
で
閉
め
て
決
算
し
、
旧
連
合
会

監
査
に
持
ち
回
り
で
監
査
を
受
け
て
、

そ
の
残
額
を
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
の
会
計
へ
移

行
し
た
事
の
報
告
が
な
さ
れ
、
同
時
に

以
前
か
ら
基
金
と
し
て
あ
っ
た
定
期
も

法
人
会
計
に
繰
り
入
れ
、
十
二
月
末
日

締
め
の
収
支
計
算
書
を
提
出
さ
れ
ま
し

た
。
た
だ
旧
連
合
会
会
計
は
、
す
こ
や

か
に
設
置
し
て
い
る
自
動
販
売
機
の
名

義
や
、
市
補
助
金
の
名
義
が
残
っ
て
お

り
、
年
度
末
に
整
理
や
名
義
変
更
等
が

さ
れ
る
も
の
と
思
い
ま
す
。

法
人
と
し
て
の
会
計
は
複
式
簿
記
で

き
ち
ん
と
処
理
し
、
書
式
に
乗
っ
取
り

報
告
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
お

り
、
そ
の
こ
と
の
会
計
ソ
フ
ト
の
操
作

も
な
か
な
か
厳
し
く
、
そ
の
上
自
動
販

売
機
を
運
営
し
て
い
る
こ
と
は
、
営
利

活
動
と
な
り
ま
す
の
で
、
法
人
税
の
対

象
と
な
り
税
務
処
理
も
い
り
ま
す
の
で

専
門
の
税
理
士
さ
ん
に
、
依
頼
し
て
、

会
計
の
出
納
し
た
全
体
の
処
理
を
お
願

い
し
て
対
処
す
る
こ
と
に
し
た
い
と
提

案
さ
れ
、
了
承
さ
れ
ま
し
た
。

１

第
２
回

理
事
会
開
催

と

き

平
成
二
十
五
年
一
月
二
十
九
日

と
こ
ろ

福
山
市
市
民
参
画
セ
ン
タ
ー

福
山
市
身
体
障
害
者
団
体
連
合
会

新
年
を
迎
え
福
山
市
身
連
は
今
年
度
第
二
回
の
理
事
会
を
開
き
、
年
度
末
を
見
据

え
て
法
人
と
し
て
の
体
制
へ
、
色
々
と
整
理
し
て
行
く
た
め
運
営
に
つ
い
て
話
し
合

い
ま
し
た
。

開
催
の
た
め
、
理
事
一
九
名
、
監
事
二
名
に
案
内
を
し
、
理
事
一
名
か
ら
は
返
信

が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
そ
れ
以
外
は
開
催
の
要
件
を
満
た
し
て
お
り
理
事
会
と

し
て

成
立
し
ま
し
た
。

ま
ず
は
理
事
長
挨
拶
か
ら
記
載
し
ま
す
。

理
事
長
挨
拶

前
川
昭
夫
理
事
長

理
事
会
審
議
事
項

１
～
５
・
そ
の
他

一
、
議
事
録
署
名
人
選
任

二
、
理
事
の
任
務
・
欠
員
の

当
面
の
対
応

三
、
法
人
前
決
算
と

本
年
度
中
途
計
算
書

四
、
法
人
の
会
計
処
理
の
件



2013年4月1日～11月29日間で決算

収入の部

科　　目 決　算　額 備　　　考

前年度繰越金 163,357

大会参加者負担金 498,800 全国・中四国・県大会参加

手数料 64,110 自動販売機売上手数料

寄付金 1,003,450 旧市身連

雑収入 14,010 利息等

合計 1,743,727

支出の部

科　　目 決　算　額 備　　　考

総会費 39,500 総会での要約筆記・手話支援費

会議費 75,248 役員会　他

大会参加費 498,800 全国・中四国・県大会参加費

体育大会参加費 127,480 県障害者スポーツ大会参加

光熱費 58,094 霞町事務所電気代

通信・事務費 78,950 電話代、送料

事務用品代 182,323 パソコン・プリンタ・デスク等事務器

事業経費 800 自販機管理費

旅費 33,951 出張費

団体活動費 110,000 協会活動支援費

交際費 5,000 ボランティア謝礼

繰越金 533,581 11月末〆残高

合計 1,743,727

この決算を12月8日　監査　坂本耕蔵、大成敏正　両氏に会計監査を受け了承され、

残高　533,581円をNPO法人会計へ繰り入れ

2013年度福山市身体障害者団体連合会収支決算書

＊
定
款
に
あ
る
通
り
い
ず
れ
も
収
め
た

会
費
の
返
還
は
し
な
い
。

＊
正
会
員
の
死
亡
が
わ
か
っ
た
時
は
各

協
会
は
で
き
る
だ
け
速
や
か
に
連
合

会
に
連
絡
さ
れ
た
い
。

＊
慶
弔
に
つ
い
て
多
少
再
考
の
余
地
あ

り
。

イ
、
新
年
度
正
会
員
名
簿
を
各
協
会
へ

ロ
、
年
度
内
事
業
活
動
と
し
て
、
北
部

５
協
会
で
相
談
・
ふ
れ
あ
い
の
会
を

開
催
、
全
体
に
呼
び
か
け
る
。

ハ
、
法
人
会
計
で
は
、
事
業
と
管
理
の

部
門
に
分
け
て
各
部
門
の
活
動
は
事

業
会
計
に
な
る
予
定
。

ニ
、
神
辺
協
会
の
会
長
死
亡
で
協
会
運

営
の
資
料
等
の
引
継
ぎ
が
な
く
、
後

継
者
は
会
の
様
子
、
連
合
会
と
の
連

携
が
わ
か
ら
ず
、
新
た
に
再
構
築
す

る
。
連
合
会
と
し
て
も
今
後
そ
れ
に

出
来
る
だ
け
協
力
し
て
行
く
。

２

五
、
退
会
・
死
亡
時
対
応

(

六)

、
そ
の
他

前会長の死去に伴い今後の神辺協会の代表者（新年度理事就任予定）となる方を紹介

します

田上 敬二 〒720-2114 神辺町上竹田４１６－４７ ☎ ９６６－１６３４



大
西
副
会
長
は
広
島
県
ろ
う
あ
連
盟

の
事
務
所
長
を
さ
れ
て
い
る
ろ
う
あ
者

の
立
場
か
ら
現
在
の
障
害
者
運
動
と
題

し
て
、
手
話
通
訳
を
と
う
し
て
三
〇
分

程
説
明
さ
れ
、
問
題
点
を
お
話
さ
れ
ま

し
た
。

ま
た
、
県
ろ
う
あ
連
盟
は
現
在
重
複

障
害
者
の
た
め
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
で
ア
イ
ラ

ブ
作
業
所
を
や
っ
て
お
ら
れ
ま
す
が
、

こ
れ
を
拡
大
し
施
設
を
自
前
で
持
ち
社

会
福
祉
法
人
と
し
て
、
よ
り
多
く
の
入

所
者
を
増
や
し
、
多
岐
に
わ
た
る
活
動

を
す
る
た
め
に
そ
の
施
設
建
設
に
向
け

五
年
計
画
で
、
約
二
億
円
か
か
る
経
費

の
う
ち
自
己
資
金
と
し
て
五
千
万
円
を

用
意
し
よ
う
と
利
用
者
が
積
立
を
し
た

り
、
募
金
を
し
た
り
し
て
頑
張
ら
れ
て

い
る
様
子
を
非
常
に
強
調
さ
れ
て
お
り

ま
し
た
。

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
と
し
て
活
動
さ
れ
て
い

る
廿
日
市
市
の
福
祉
協
会
の
活
動
の
様

子
を
原
本
事
務
局
長
が
発
表
さ
れ
ま
し

た
。
事
業
と
し
て
六
つ
の
テ
ー
マ
を
掲

げ
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
開
設
し
、
障
害

者
の
学
習
事
業
、
ス
ポ
ー
ツ
文
化
事
業

や
、
歩
行
訓
練
等
の
生
活
や
ス
キ
ル
の

向
上
の
た
め
の
事
業
と
、
福
祉
売
店
、

切
手
類
の
販
売
、
清
掃
委
託
や
自
動
販

売
機
の
事
業
等
年
何
回
か
に
渡
り
収
益

に
な
る
事
業
を
行
っ
て
い
る
活
動
の
報

告
が
さ
れ
ま
し
た
。

平
成
二
十
四
年
か
ら
二
十
五
年
に
か

け
て
の
活
動
の
報
告
で
、
福
祉
協
会
で

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
と
し
て
の
活
動
を
し
て
い

る
と
こ
ろ
は
ま
だ
少
な
く
、
各
テ
ー
ブ

ル
の
参
加
者
か
ら
盛
ん
な
事
業
に
対
す

る
質
問
が
出
て
お
り
ま
し
た
。

３

平成２５年度連合会指導者研修会 報告
福山市身連副理事長 三島茂

H.25.12.3 於 安芸グランドホテル

昨年12月の広島県相談員研修会と合わせて、翌日行われた指導者研修会の内容につ

いて、宿泊参加された三島茂市身連理事長代行に報告頂きましたので掲載いたします。

そ
の
一

現
在
の
障
害
者
運
動
～
そ
の
背
景
～
と
題
し

広
島
県
身
連
副
会
長

大
西
章
雄
氏
講
演

そ
の
二

廿
日
市
市
障
害
者
福
祉
協
会
事
務
局
長

原
本
弘
子
氏

に
よ
る
協
会
活
動
の
報
告

＊
三
島
副
理
事
長
か
ら
の
報
告
に

は

廿
日
市
協
会
の
組
織
図
と
か
、
福

祉
法
人
を
め
ざ
す
会
の
冊
子
等
の
資

料
も
頂
き
ま
し
た
が
、
紙
面
の
都
合

で
割
愛
い
た
し
ま
し
た
。

研
修
会
最
後
の
意
見
交
換
で
活
性

化
に
つ
い
て
討
議
さ
れ
、
福
山
と
同

じ
く
会
員
の
高
齢
化
、
若
い
人
の
入

会
の
な
さ
、
合
併
に
よ
り
活
動
の
低

下
が
報
告
さ
れ
自
助
努
力
や
行
政
へ

の
要
望
が
話
さ
れ
た
よ
う
で
す
。
鎌

刈
会
長
は
前
日
新
幹
線
で
他
の
行
事

へ
行
か
れ
前
川
副
会
長
が
講
評
を
行
っ

て
締
め
と
な
り
ま
し
た
・



る会計及びその他の事業に関する会計の２種とする。 

   （事業計画及び予算） 

第４３条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、毎事業年度ごとに

理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。 

   （暫定予算） 

第４４条  前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しな

いときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度

の予算に準じ収益費用を講じることができる。 

２ 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。 

   （予備費の設定及び使用） 

第４５条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設ける

ことができる。 

２ 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。 

   （予算の追加及び更正） 

第４６条 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、

既定予算の追加又は更正をすることができる。 

   （事業報告及び決算） 

第４７条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び活動計算書等の

決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに理事長が作成し、監事

の監査を受け、総会の議決を経なければならない。 

２ 決算上剰余金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。 

   （事業年度） 

第４８条 この法人の事業年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に

終わる。 

   （臨機の措置） 

第４９条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務

の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なけ

ればならない。 

 

     第８章 定款の変更、解散及び合併 

   （定款の変更） 

第５０条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員

の４分の３以上の多数による議決を経、かつ、法第２５条第３項に規定す

る事項を変更する場合には、所轄庁の認証を得なければならない。 

   （解散） 

第５１条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。 

４

定款掲載 最終第３回 保存下さい



（１） 総会の決議 

（２） 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能 

（３） 正会員の欠亡 

（４） 合併 

（５） 破産手続開始の決定 

（６） 所轄庁による設立の認証の取消し 

２ 前項第１号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の４分の

３以上の承諾を経なければならない。 

３ 第１項第２号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければな

らない。 

   （残余財産の帰属） 

第５２条 この法人が解散（合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。）

したときに残存する財産は、法第１１条第３項に掲げる者のうち、総会の

議決により選定された団体に譲渡するものとする。 

２ 前項で譲渡する団体の選定は、総会に出席した正会員の４分の３以上の議

決を経なければならない。 

   （合併） 

第５３条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の３

分の２以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。 

 

     第９章 公告の方法 

   （公告の方法） 

第５４条 この法人の公告は、この法人の機関紙に掲示するとともに、官報に

掲載して行う。 

 

     第１０章 事務局 

   （事務局の設置） 

第５５条  この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。 

２ 事務局は、事務局長、事務局次長、会計担当役員と、その他必要な職員

で構成する。 

３ 職員は、理事を兼ねることができる。 

 

     第１１章 雑則 

   （細則） 

第５６条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事

長がこれを定める。 

５



    附 則 

１ この定款は、この法人の成立の日から施行する。 

２ この法人の設立当初の役員の任期は、第１６条第１項の規定にかかわらず、

この法人の成立の日から２０１５年（平成２７年）３月３１日までとする。

３ この法人の設立当初の事業年度は、第４８条の規定にかかわらず、この法

人の成立の日から２０１４年（平成２６年）３月３１日までとする。 

４ この法人の設立当初の事業計画及び活動予算は、第４３条の規定にかかわ

らず、設立総会の定めるところによる。 

５ この法人の設立当初の入会金及び会費は、第８条の規定にかかわらず、次

に掲げる額とする。 

(1) 正会員  （個人）入会金 ０円 年会費    ５００円 

 (2)賛助会員（個人）入会金  ０円  年会費   ５００円 

(3)賛助会員 （団体）入会金 ０円 年会費１口１，０００円（１口以上） 

６ この法人の設立当初の賛助会員（団体）は、福山市身体障害者福祉協会、

福山市視覚障害者福祉協会、特定非営利活動法人福山ろうあ協会、松永地区

身体障害者福祉協会、芦田町身体障害者福祉協会、駅家町身体障害者福祉協

会、加茂町身体障害者福祉協会、福山車イス福祉協会、福山市難聴者・中途

失聴者協会、新市町身体障害者福祉協会、神辺町身体障害者福祉協会とする。

７ この法人の設立当初の役員は次のとおりとする。 

理事長      前川  昭夫 

副理事長     三島  茂            

副理事長     村上  友一 

副理事長     甲斐  賛 

副理事長                             

副理事長     井上  佐智子 

理事 事務局長  藤井  貢 

同 事務局次長  藤井  武儀 

同 事務局次長  重藤  弘明 

   同  会計     白石  憲弍 

   同        鎌刈  拓也 

   同        江草  忠儀            

   同        菅原  晃 

   同        根本  敏太郎 

   同        門田  潤美 

   同        小川  愛二 

６



  同        粟木原 静男 

同        石黒  義美 

   同        坂本  耕蔵            

   同        大成  敏正 

   監事       鴨田  弘道 

監事       馬場  朝則 

特定非営利活動法人 福山市身体障害者団体連合会運営規約 
第１章 理事会規約 

  （目的） 
第１条 この規約は本会の定款に基づき、業務執行機関である理事会の運営について定め、 

業務の円滑な運営を図ることを目的とする。 
  （理事長代行の選任、第１５条第３項） 
第２条 副理事長の中から、理事長の職務を代行する者として理事長代行を選任する。任期 

は定款の定めとする。 
  （事業別責任者と担当者の選任と就任） 
第３条 各事業を円滑に推進するため、理事は各事業をそれぞれ分担し、副理事長を各責任 

者としてその業務を執行する。 
  ２ 理事は複数の事業に担当者として就任できる。 
  （事業別就任理事の任期） 
第４条 事業別に就任した理事は、毎事業年度終了後理事会にて各事業別に就任の理事を延 

長または変更するか協議する。 
  （会員の起用） 
第５条 事業の責任者は、会員の中から適した者を担当者として業務に充てることができる。 
第６条 この理事会規約に定めのないものについては、理事会の議決を経て理事長が定める。 

第２章 慶弔規約 
第１条 役員及び正会員が死亡した場合は、理事会で協議し、弔意を表すことができる。 
第２条 本会に対して善行があった場合は、理事会で協議し、感謝状及び記念品等を贈呈す 

ることが出来る。 
第３章 会計規約 

第１条 経理の都合上、現金出納については、各事業責任者と理事長もしくは理事長代行の 
押印を必要とする。 
第４章 正会員規約 

    （会員資格の喪失） 
第１条 総会に２年続いて代理人出席無しで、表決を提出しない正会員は、理事会の議決を 

経て資格を喪失させることができる。（第２８条第２項） 
附則 

   本規約は、２０１３年９月１日から施行する。 

残りのスペースに再度連合会運営規約を載せます

７



本
日
は
前
川
昭
夫
様
の
旭
日
双
光
章

を
祝
う
会
に
お
招
き
い
た
だ
き
、
誠
に

有
難
う
ご
ざ
い
ま
す
。
ま
た
発
起
人
の

皆
様
方
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

前
川
昭
夫
様
、
こ
の
度
は
受
章
誠
に

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
今
回
の
受

章
は
本
市
と
致
し
ま
し
て
も
大
変
喜
ば

し
く
、
名
誉
な
事
で
あ
り
ま
す
。
心
よ

り
お
祝
い
申
し
上
げ
ま
す
。
こ
の
栄
誉

は
、
前
川
様
が
長
年
に
亘
り
、
障
が
い

の
あ
る
人
の
福
祉
の

向
上
に
ご
尽
力
さ
れ
た

ご
功
績
の
た
ま
も
の
で

あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
ま

で
陰
で
支
え
て
来
ら
れ
た
ご
親
族
を
は

じ
め
、
関
係
者
の
皆
様
も
喜
び
は
ひ
と

し
お
の
事
と
拝
察
致
し
ま
す
。
前
川
様

は
、
県
立
盲
学
校
中
等
部
時
代
か
ら
福

祉
活
動
に
身
を
投
じ
ら
れ
、
今
日
ま
で

障
が
い
の
あ
る
人
の
自
立
と
社
会
参
加
、

障
が
い
理
解
の
啓
発
な
ど
、
地
域
社
会

に
お
け
る
共
生
の
実
現
に
向
け
た
活
動

に
取
り
組
ま
れ
、
本
市
に
お
い
て
は
、

一
九
九
八
（
平
成
十
）
年
か
ら
福
山
市

障
が
い
者
相
談
員
に
就
任
さ
れ
ピ
ュ
ア

カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
と
し
て
地
域
の
障
が
い

の
あ
る
人
の
相
談
支
援
に
取
り
組
ん
で

い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
ま
た
、
二
〇
〇

四
年
か
ら
九
年
間
福
山
市
社
会
福
祉
審

議
会
の
委
員
と
し
て
、
専
門
的
立
場
か

ら
ご
意
見
を
い
た
だ
く
こ
と
で
、
本
市

の
福
祉
行
政
の
推
進
に
携
わ
っ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
そ
の
謹
厳
実

直
な
お
人
柄
か
ら
、
現
在
、
日
本
盲
人

福
山
市
議
会
議
長
の
小
林
で
ご
ざ
い

ま
す
。
市
議
会
を
代
表
い
た
し
ま
し
て
、

一
言
お
祝
い
の
ご
挨
拶
を
申
し
上
げ
ま

す
。
前
川
様
、
こ
の
度
の
旭
日
双
光
章

の
受
章
、
誠
に
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま

す
。
障
が
い
者
福
祉
、
と
り
わ
け
、
視

覚
障
が
い
者
福
祉
の
向
上
に
お
け
る
多

年
に
わ
た
る
ご
活
躍
が
高
く
評
価
さ
れ
、

こ
の
度
受
章
の
栄
誉
に
浴
さ
れ
ま
し
た

こ
と
は
、
誠
に
慶
び
に
堪
え
な
い
も
の

で
、
衷
心
よ
り
お
祝
い
を
申
し
上
げ
ま

す
。
前
川
様
は
平
成
五
年
五
月
よ
り

「
社
会
福
祉
法
人
広
島
県
視
覚
障
害
者

団
体
連
合
会
会
長
」
に
ま
た
、
同
年
六

月
に
は
「
一
般
社
団
法
人
広
島
県
身
体

会
連
合
副
会
長
、
広
島
県
視
覚
障
害
者

団
体
連
合
会
会
長
・
・
（
中
略
）
・
・

等
数
多
く
の
要
職
を
務
め
ら
れ
て
お
り
、

本
市
の
み
な
ら
ず
、
全
国
で
ご
活
躍
さ

れ
て
い
ま
す
。
今
後
も
豊
富
な
経
験
を

生
か
さ
れ
、
社
会
福
祉
の
発
展
の
た
め
・
・
・

以
下
略

二
〇
一
四
年
二
月
九
日

福
山
市
長

羽
田

皓

障
害
者
団
体
連
合
会
副
会
長
」
に
就
任

さ
れ
、
以
来
二
〇
年
あ
ま
り
の
長
き
に

わ
た
り
ご
活
躍
に
な
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、
前
川
様
の
豊
か
な
ご
経
験
に
裏

付
け
ら
れ
た
、
優
れ
た
見
識
と
誠
実
な

お
人
柄
は
、
多
く
の
方
々
の
信
頼
を
得

る
と
こ
ろ
と
な
り
、
平
成
一
八
年
四
月

よ
り
「
社
会
福
祉
法
人
日
本
盲
人
会
連

合
副
会
長
」
に
就
任
さ
れ
て
お
ら
れ
ま

す
。
前
川
様
は
、
こ
れ
ら
の
重
責
を
担

わ
れ
る
中
、
障
が
い
の
あ
る
方
々
が
安

心
し
て
地
域
で
生
活
で
き
る
よ
う
、
相

談
員
と
し
て
長
年
活
動
さ
れ
、
そ
の
権

利
確
立
や
社
会
参
加
の
促
進
、
社
会
福

祉
の
・
・

次
ペ
ー
ジ
に
続
く

８

前
川
昭
夫
様
の
旭
日
双
光
章
を
祝
う
会
開
催

報
告

藤
井
武
儀
事
務
局
次
長

平
成
二
十
六
年
二
月
九
日

ニ
ュ
ー
キ
ャ
ッ
ス
ル
ホ
テ
ル

昨
年
秋
の
叙
勲
で
日
本
盲
人
会
連
合
副
会
長
前
川
昭
夫
さ
ん
（
福
山
市
身
連
会

長
）
が
長
年
に
渡
り
殊
に
視
覚
障
害
者
福
祉
の
向
上
に
尽
力
さ
れ
福
祉
の
発
展
に

寄
与
さ
れ
た
功
績
に
よ
り
旭
日
双
光
章
を
受
章
さ
れ
ま
し
た
。

私
ど
も
関
係
団
体
に
と
っ
て
も
名
誉
な
事
で
心
か
ら
お
祝
い
申
し
上
げ
ま
す
。

祝
賀
会
発
起
人
会
で
は
、
栄
誉
を
称
え
今
後
の
ご
活
躍
を
祈
念
し
大
勢
の
関
係
者

出
席
の
も
と
盛
大
に
祝
賀
会
を
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
大
勢
の
来
賓
よ
り
祝
辞
を
受

け
ら
れ
ま
し
た
が
、
紙
面
の
都
合
で
、
羽
田
市
長
、
小
林
市
会
議
長
の
ご
挨
拶

（
要
約
）
の
み
掲
載
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

福
山
市
長

羽
田
皓
様

（
代
読
）

廣
田

要

副
市
長
様

福
山
市
議
会
議
長

小
林

茂
裕

様



増
進
に
大
き
く
貢
献
し
て
こ
ら
れ
た
の

で
あ
り
ま
す
。
ま
た
「
福
山
市
社
会
福

祉
審
議
会
評
議
委
員
」
や
「
広
島
県
障

害
者
自
立
支
援
協
議
会
委
員
」
等
の
公

職
を
歴
任
さ
れ
、
当
事
者
と
し
て
の
率

直
な
意
見
を
述
べ
ら
れ
る
な
か
、
県
や

本
市
が
推
進
す
る
障
が
い
者
福
祉
施
策

の
充
実
に
多
大
な
る
ご
尽
力
を
い
た
だ

い
て
お
り
ま
す
。

こ
れ
ま
で
の
ご
功
績
に
対
し
、
深
甚

な
る
敬
意
と
感
謝
を
申
し
上
げ
る
も
の

で
あ
り
ま
す
。
・
・
・
中
略
・
・
・

こ
れ
ま
で
培
わ
れ
た
知
識
と
経
験
を
活

か
し
益
々
の
ご
活
躍
を
ご
期
待
し
明
る

く
住
み
よ
い
地
域
社
会
の
実
現
に
向
け

お
力
添
え
賜
り
た
く
お
願
い
申
し
上
げ

ま
す
。
・
・
・
以
下
略

二
〇
一
四
年
二
月
九
日

福
山
市
議
会
議
長

小
林

茂
裕

平
成
二
十
五
年
秋
の
叙
勲
に
際
し
、

図
ら
ず
も
旭
日
双
光
章
の
受
章
の
栄
に

浴
し
、
誠
に
身
に
余
る
光
栄
と
恐
縮
致

し
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
も
ひ
と
え
に
皆

様
方
の
多
年
に
わ
た
る
心
温
か
い
ご
指

導
ご
支
援
の
賜
と
深
く
感
謝
申
し
上
げ

ま
す
。
こ
の
上
は
こ
の
光
栄
に
恥
じ
る

事
の
な
い
よ
う
一
層
精
進
を
い
た
す
所

存
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
今
後
共
よ
ろ
し

く
ご
鞭
撻
の
程
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
皆
様
の
ご
健

勝
と
ご
多
幸
を
心
か
ら
お
祈
り
申
し
上

げ
ま
す
。

新
聞
に
よ
り
ま
す
と
、
「
エ
フ
エ
ム

ふ
く
や
ま
」
と
い
う
Ｆ
Ｍ
ラ
ジ
オ
局
の

放
送
は
聞
こ
え
な
い
人
に
も
見
え
る
放

送
だ
そ
う
で
す
。

福
山
市
地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
放
送

の
エ
フ
エ
ム
ふ
く
や
ま
は
以
前
か
ら
地

域
に
密
着
し
た
ラ
ジ
オ
放
送
を
さ
れ
て

お
り
ま
す
が
、
Ｆ
Ｍ
放
送
と
言
え
ば
エ

リ
ア
は
狭
く
て
も
音
質
が
売
り
物
で
、

音
楽
関
係
の
放
送
が
得
意
分
野
と
思
っ

て
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
よ
り
福
山
と
い

う
土
地
に
し
っ
か
り
と
腰
を
据
え
た
番

組
を
数
多
く
放
送
さ
れ
て
い
て
、
最
近

は
ラ
ジ
オ
と
言
う
よ
り
、
そ
の
番
組
を

ネ
ッ
ト
で
配
信
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ

れ
を
見
る
と
、
ま
る
で
テ
レ
ビ
を
見
て

い
る
の
と
同
じ
よ
う
で
す
。

そ
の
番
組
の
中
で
、
第
３
火
曜
日
の

朝
９
時
２
０
分
頃
か
ら
福
祉
情
報
の
コ
ー

ナ
ー
が
あ
り
ま
す
が
、
約
１
０
分
間
、

社
会
福
祉
協
議
会
の

職
員
の
方
が
放
送
の

内
容
を
手
話
通
訳
さ

れ
て
、
そ
の
画
面
を

同
局
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
な
が
さ
れ
ま
し

た

。

ラ
ジ
オ
を
聴
い
て
も

音
の
聞
こ
え
な
い
「
ろ
う
あ
」
の
方
た

ち
も

こ
れ
を
見
る
と
、
放
送
の
内
容
を

理
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ

て
お
り
ま
し
た
。

こ
の
取
組
み
は
昨
年
１
２
月
か
ら
ス

タ
ー
ト
さ
れ
た
よ
う
で
す
が
、
こ
の
企

画
は
社
協
と
エ
フ
エ
ム
ふ
く
や
ま
と
の

タ
イ
ア
ッ
プ
で
始
ま
っ
て
い
て
、
今
の

と
こ
ろ
社
協
の
手
話
担
当
者
の
方
は1

人

し
か
お
ら
れ
ず
、
多
く
の
番
組
で
同
じ

よ
う
に
手
話
放
送
と
は
行
か
な
い
よ
う

で
す
。

ろ
う
あ
の
方
た
ち
か
ら
今
後
に
大
変

期
待
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
テ
レ

ビ
の
放
送
の
中
で
は
手
話
を
さ
れ
て
い

る
場
面
は
よ
く
見
る
こ
と
が
あ
り
ま
す

が
、
「
ラ
ジ
オ
放
送
」
を
見
る
っ
て
こ

と
は
ネ
ッ
ト
時
代
で
な
い
と
出
来
な
い

こ
と
で
す
よ
ネ
・
・
・

議
長
あ
い
さ
つ

続
き

９

受
章
者
お
礼
の
言
葉

前
川

昭
夫

さ
ん

昭和１８年 広島県福山市で出生

昭和４０年 広島県立盲学校高等部理療課程 卒業

昭和４３年 福山市に採用される。市民病院勤務

平成 ５年 広島県盲人協会会長・県身連副会長に就任

平成 ７年 福山市視覚障害者福祉協会会長に就任

平成１０年 厚生労働大臣表彰（団体功労賞）を受賞

平成１５年 福山市身体障害者団体連合会会長に就任

平成１８年 社会福祉法人日本盲人会連合副会長に就任

平成２５年 旭日双光章を受章

前
川
昭
夫
氏
の
あ
ゆ
み
（
要
約
）

時
代
は
進
歩
！

ラ
ジ
オ
も
見
る
時
代



１０

平成２５年１２月月例連絡会 ＆ 総務会検討議事

１、月例連絡会 （市民参画センター １２月１７日）
• 旧連合会の会計を閉めて、法人会計へ一本化する準備を整える。

• 団体賛助会費を徴収予定であったが、領収書の関係で来月必ず徴収する。

• 来年度 ＮＰＯ法人として事業計画・予算案を立てるため、各事業部が事業計画と

その予算案を立てて、それをまとめて法人としての案を作る用意をする。

• これまで旧連合会では４月第３日曜日に総会を開催する慣例になっていましたが、

法人としての年度末活動報告等の締めの行事が多く、今年は４月に総会準備の理事会

を開き、５月に総会開催になる模様。

• 市身連の理事長である前川昭夫氏の勲章受章の祝賀会が開催予定で、連合会からも

出来れば出席願いたい。

２、総務会 （すこやかセンター団体活動室 １月１６日）
• 理事欠員への対応

＊理事の選任は総会で決まることになっており、それまで欠員でおく。

＊副理事長も一名欠員で、理事揃ったところで、互選で決定

＊前理事の担当であったスポーツ事業は、菅原理事が担う。

• 旧連合会の会計を年度末まで残すものを除き決算し、理事会に提示する。

• 新年度から法人会計を確定させるため、会計処理を税理士に委託予定。

• 今後、事業部から計画書と稟議書をつけて経費を会計に請求して受け取り事業後

に精算する。

• 自動販売機の名義が新年度から、法人名義となり納税が必要になります。

• 先般徴収した、正会員の会費の領収書を事務局より発行します。

• 理事長祝賀会に連合会から（個人的に）出席いただいた中から、芦田の甲斐さんに

挨拶をお願いする。

私
た
ち
の
連
合
会
は
Ｎ
Ｐ

Ｏ
法
人
と
し
て
全
く
の
初
心

者
マ
ー
ク
の
状
態
で
こ
れ
か

ら
法
人
と
し
て
成
長
し
て
活

動
し
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま

す
が
、
こ
こ
の
と
こ
ろ
Ｎ
Ｐ

Ｏ
法
人
と
し
て
聞
き
た
く
な

い
ニ
ュ
ー
ス
が
続
い
て
い
ま

す
。東

日
本
大
震
災
の
被
災
地

に
緊
急
雇
用
創
出
事
業
と
し

て
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
「
大
雪
り
ば
ぁ

ね
っ
と
」
と
し
て
活
動
し
、

岩
手
県
山
田
町
か
ら
預
か
っ

た
事
業
費
を
私
的
に
流
用
し

た
り
高
額
な
買
い
物
を
し
て

５
億
円
に
の
ぼ
る
事
業
費
を

使
い
切
っ
て
、
途
中
で
や
め

た
と
言
っ
て
投
げ
出
し
た
代

表
た
ち
が
逮
捕
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
地
元
広
島
県
で
も

精
神
障
害
者
の
地
域
活
動
支

援
セ
ン
タ
ー
を
運
営
し
て
い

た
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
の
理
事
長
だ
っ

た
女
性
代
表
は
う
そ
の
利
用

者
を
申
告
し
て
補
助
金
を
不

正
受
給
し
て
い
た
と
し
て
逮

捕
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
中
で
活
動
を

し
よ
う
と
し
て
い
る
私
た
ち

の
団
体
に
は
こ
ん
な
悪
知
恵

の
働
く
メ
ン
バ
ー
は
い
ま
せ

ん
が
、
こ
ん
な
ニ
ュ
ー
ス
が

続
く
と
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
の
印
象

が
悪
く
な
る
一
方
で
、
大
変

情
け
な
い
思
い
で
す
。(

Ｍ)

編
集
委
員
会
よ
り
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